
※詳細は通知参照。

施設の要件

強化する機能

笊看護職員による医療処置

・既存の老人保健施設に比べ、夜間に喀痰吸引や経管栄養といった医療処置が必要な者が多いため、夜間に看護職員を配置することについて評価。
 （小規模施設はオンコールも評価）
・医療ニーズの高まりにより増加する医薬品費・医療材料費を評価

笊医療法人による有料老人ホーム、一定の高齢者専用賃貸住宅の経営を認めています笆医師による医学的管理や看取り

・施設サービス費に加え、入所者の状態により個別ニーズが異なる医学的管理や看取りを出来高で評価。

※平成20年4月以降の入所者について、平成21年4月から適用することとし、「標準」の具体的な考え方については、介護療養型老人保健施設における医療
機関からの入所の状態等を基に、平成21年4月までに検討する。

※1　「医療保険において算定できる投薬・注射の拡大」は、既存の介護老人保健施設も対象となる。
※2　現在、介護職員4：１の報酬上の施設基準を適用している療養病床については、当分の間、介護職員の4：１の配置を介護報酬上評価する。
※3　常勤専従のリハビリテーション専門職の配置については、別途評価。
※4　新たな施設サービス費の単位数は、多床室の単位数。

笳急性増悪時の対応

・施設の医師では対応することが困難な処置等を外部の医師が行った場合を診療報酬で評価

平成18年7月1日から平成24年3月31日までの間に病床の転換を行って開設した老人保健施設であって、次のいずれかを満たすこと。

笊算定日が属する月の前の12月間における新規入所者のうち、「医療機関」から入所した者の割合と「家庭」から入所した者の割合の差が、35％以上である
ことを標準とすること。（※）

笆算定日が属する月の前3月間において、全入所者のうち「経管栄養」若しくは「喀痰吸引」を実施している者の割合が15％以上又は「認知症高齢者の日常
生活自立度判定基準」におけるランクＭに該当する者の割合が20％以上であること。
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※1　今後、療養病床から転換した介護老人保健施設の入所者の介護ニーズの実態を把握し、平成24年4月以降の対応を検討。
※2　ユニット型施設については、笊日中はユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、笆ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配

置すること、笳2のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が1以上、とされており、看護職員・介護職員については、概ね2：1の配置が評
価されている。

往診
（他科診療）

現行の加算

療養病床から転換した老人保健施設を対象に、夜間の看護体制や看取りの対応体制の整った介護療養型老人

保健施設の基準を創設し、報酬上評価します。【平成20年5月から施行予定】

介護療養型老人保健施設等の人員配置

介護療養型老人保健施設の介護報酬等のイメージ

「介護療養型老人保健施設」の創設

急性増悪時に、施設の医師では対応することが
困難な処置等を外部の医師が行った場合

医療保険において算定できる投薬・注射の拡大※１

夜勤時間帯の看護職員の配置基準を「入所者数」と「夜勤時間帯の看護職員数」の比で設定

入所者数４０人以下の施設については、オンコールによる緊急連絡体制を行っている場合も可
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【医療ニーズの高まりにより増加する医薬品費・医療材料費】

【夜間等における看護職員配置に対する評価】

〔拡大された薬剤〕
医療用麻薬、インターフェロン製剤等

緊急時、転換型老人保健施設の入所者に対して保険医療機関の
医師が処置等を行った場合に算定できる項目を拡大

【個別の医療ニーズに対する加算】
・医療区分3の者が該当する項目、及び既存の介護老人保健施設の施設サービス費で評価されているリハビリテーショ
ンに関する項目は除く※3

【看取りへの対応に対する加算】
・医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した入所者に対するものであること
・入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに関する計画が作成されていること
・医師、看護師、介護職員等が共同して、随時、本人又は家族への説明を行い、同意を得ながらターミナルケアが行わ
れていること
・入所者が入所施設又は当該入所者の居宅において死亡した場合

療養病床 介護老人保健施設

（医師1名）
【従来型】

（医師3名）
【通常型】

（医師2名）
【経過型】(～H23)

（医師１＋α名）
【介護療養型】

ユニット型の
報酬（※2）

転換型ユニット
型の報酬（※2）

経過型ユニット
型の報酬（※2）

【ユニット型】【療養病床から転換・
ユニット型】

【経過型ユニット型】
(～Ｈ23) 

【ユニット型】

ユニット型の
報酬（※2）

（医師3名）

医療保険適用 介護保険適用
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新規に報酬を
創設する類型

既存の老人保健施設の基準では対応できない医療ニーズについて機能を付加。

看護　6:1

介護　4:1
（※1）
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転換のイメージ（例）

転換前 転換後

医療機関の業務

医療機関の業務

療養病床
転　換

診療所

居 住 者

附 帯 業 務

療養病床を転換

附 帯 業 務

附帯業務拡大に
より経営可能に
（規制緩和）

■「有料老人ホーム」経営
介護や食事などのサービスを入居して
いる高齢者に対して提供する施設

■「高齢者専用賃貸住宅」
専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅で
あって、高齢者居住法に基づき登録し
たもの。

のうち、生活相談、緊急通報、見守り
サービスなどを提供するものの経営

（注）単なる「高齢者専用賃貸住宅」経営は不可。

介護サービス
（特定施設入居者生活介護）

在宅医療サービス
（適切な診療報酬）

※在宅療養支援診療所の医師が
定期的に訪問診療する場合な
どに限られている現状を拡大。

新たな在宅医療の場にふさわしい診療報酬

　「診療所＋居住系施設」の普及促進及び在宅医療推進の
観点から、新たな居住系施設の居住者に在宅医療を提供
する場合、平成20年診療報酬改定で新たに報酬を設定。

居住系施設
（有料老人ホーム、見守り等を提供

する高齢者専用賃貸住宅）

必要に応じて在宅医療と介護サービスを一体的に提供することによ
り、医療機関併設という特色を活かした安心の提供と経営の多角化
が可能となります。

■医療機関を基盤とした｢安心｣の提供が可能
■医療機関の経営の選択肢が拡大

メリット

医療法人の附帯業務規制を緩和し、「住まいの場」である有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅を設置し、生活相談な

どのサービスを提供する経営形態を認めています。

これにより、医療法人は従前の療養病床の経営ノウハウを活かした経営の多角化が可能となっています。

診療所に併設された有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の居住者に対する在宅医療の提供を推進する観点から、適

切な診療報酬を給付します。

【平成20年診療報酬改定で対応】

医療法人経営の選択肢の拡大 在宅医療と「住まい」の場を組み合わせた
サービス提供体制の構築

各支援措置について
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